
違反指摘事項
根拠法令等
の条項

違反の位置等

ハイム市ヶ谷 新宿区市谷田町3-4-2 屋内消火栓設備未設置 法17-1 防火対象物全体 令和6年4月8日 牛込消防署

メイジャー神楽坂 新宿区岩戸町16
スプリンクラー設備

機能停止
法17-1 防火対象物全体 平成25年11月25日 牛込消防署

ＳＣビル 新宿区大久保1-12-27 屋内消火栓設備未設置 法17-1 防火対象物全体 令和6年7月16日 新宿消防署

防火管理者未選任 法8-1 所有者管理部分

防火管理に係る
消防計画未作成

法8-1 所有者管理部分

自衛消防訓練未実施 法8-1 所有者管理部分

統括防火管理者未選任 法8の2-1 防火対象物全体

全体の防火管理に係る
消防計画未作成

法8の2-1 防火対象物全体

消防用設備等点検未実施 法17の3の3
消火器、自動火災報知設
備、誘導灯、連結送水管

自動火災報知設備
発信機表示灯不点灯

法17-1 地下1階、1階、4階、6階

自動火災報知設備
発信機破損

法17-1 2階

令和元年10月10日 牛込消防署
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三経第２２ビル 新宿区神楽坂1-10



自動火災報知設備
発信機表示灯破損

法17-1 5階

自動火災報知設備
感知器一部未設置

法17-1 2階

誘導灯不点灯 法17-1 6階避難口誘導灯

青柳ＬＫビル 新宿区神楽坂3-6 連結送水管未設置 法17-1 防火対象物全体 平成26年1月28日 牛込消防署

防火対象物点検未実施 法8の2の2-1 所有者管理部分

自動火災報知設備
表示灯カバー脱落

法17-1 共用廊下1階

消防用設備等点検未実施 法17の3の3
消火器、自動火災報知設
備、放送設備、避難器具、
誘導灯、連結送水管

防火対象物点検未実施 法8の2の2-1 所有者管理部分

消防用設備等点検未実施 法17の3の3
消火器、自動火災報知設
備、避難器具、誘導灯

自動火災報知設備維持不適 法17-1 障害音響及び地区音響停止

自動火災報知設備
一部未設置

法17-1 ３階

消防用設備等点検未報告 法17の3の3 避難器具

自動火災報知設備
感知器一部未設置

法17-1 地下１階電気室

自動火災報知設備
地区音響装置一部未設置

法17-1 地下１階、１階、６階

自動火災報知設備
感知器種別不適

法17-1 ６階倉庫

新宿消防署

三経３８ビル 新宿区歌舞伎町1-6-7 令和3年5月28日 新宿消防署

三経６１ビル 新宿区歌舞伎町1-9-5 平成29年10月5日

三経２７ビル 新宿区歌舞伎町2-27-11 平成30年5月31日 新宿消防署



放送設備未設置 法17-1
地下１階、２階、４階、
５階のテナント部分

避難器具一部未設置 法17-1 ４階

誘導灯一部未設置 法17-1
２階、５階の階段

通路誘導灯

屋内消火栓設備維持不適 法17-1
地下２階、
表示灯不点灯

屋内消火栓設備維持不適 法17-1
地下１階、５階
表示灯脱落

小宮ビル 新宿区新宿3-35-1 自動火災報知設備未設置 法17-1 防火対象物全体 令和8年2月20日 新宿消防署

タックイレブン
高田馬場

新宿区高田馬場
2-19-7

スプリンクラー設備未設置 法17-1 ３階から11階部分 令和5年8月21日 新宿消防署

消防用設備等点検未実施 法17の3の3 消火器、非常ベル、誘導灯

火気使用設備等位置不適 条例8の2
２階東側階段部分

給湯機設置

滝沢６８ビル 新宿区天神町68 自動火災報知設備未設置 法17-1 防火対象物全体 令和3年10月12日 牛込消防署

牛込消防署

三経８２ビル 新宿区歌舞伎町2-30-14 平成30年4月27日

春波ビル 新宿区津久戸町4-3 平成25年4月26日

新宿消防署


